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現在、児童生徒に提供している学校給食は、市の職員（パート含む。）が調理

しておりますが、令和３年４月から、学校給食センターの調理等業務を、民間企

業に委託することとなりました。 

 調理等業務の民間委託後も、民間企業の活力や専門的な技術力を活用する

ことで、安全安心な学校給食の提供を維持し、より充実した学校給食の提供を

推進してまいります。 
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　　　　     給食センターの業務内容と委託する部分　　（　　　 が民間企業に委託する部分です。）

献立の作成 食材の調達 調理の指示 調理物の検査
物資納入業者

民間委託後においても、これまでと同様に衛生管理を徹底し、安全安心な調理等業務を確保しながら、給食の提供を行います。

主食加工業者 牛乳業者

発注を受けた
食材を納入

米飯・パンの納
品

牛乳の納品

学校給食センター

民間企業に委託する部分

清掃 洗浄・保管・消毒 回収 給食指導

調理場内や館内
の日常清掃を行う

調理器具、食器具等
の洗浄や消毒を行う

各学校から給食セン
ターまでの使用済の
食器等を回収

教師が食習慣
やマナーなどを
指導

食材の検収補助 調理 配缶

配送業務
（すでに委託済）

学校

配送 検食

発注書に基づく
食材の点検・確
認を補助

調理指示書に
基づき調理

学校別・学級別
に食缶に詰める

給食センターから各
学校まで、給食を配
送

配送された給食
を校長が検食

学校栄養士が
作成し、教育
委員会が決
定。

食材を審査・選
定・購入（給食
センターで発
注）

学校栄養士が
作成した調理指
示書により、調
理方法を指示

調理物の味付
けや出来栄え
などを検査（検
食）



 
安全安心な学校給食を提供します！ 

 
 

 

学校給食の運営そのものは、これまでどおり教育委員会が実施いたします。 

民間企業に委託するのは、調理業務のみです。献立の作成や食材の選定・発注は、 

これまでどおり教育委員会と学校給食センター栄養士（県職員）が行います。 

調理は、学校給食センター栄養士が作成する調理指示書に従って行われます。 

適切に調理が行われているか常に点検・確認し、必要があれば指導を行います。 

また、調理は現在の学校給食センターで行いますので、調理方式は変わりません。 

手作り感がなくなったり、味付けが悪くなったりするなど、質が落ちることはありません。 

県内ほとんどの学校給食センターでは、既に民間企業が調理業務を行っておりますが、 

毎日問題なく給食が提供されており、食の安全性や品質は変わりありません。 

 
 

 

 

給食を提供するに当たっては、民間企業が行う従業員の健康チェックや   

作業衛生チェック、納入物資、調理品の最終確認を学校給食センター栄養

士が行い、所長（市職員）が検食してから各校へ配送することとし、安全性の

確保を最優先に取り組んでまいります。 

万が一事故が発生した場合、その原因が民間企業側にある場合は業者

が責任を負いますが、教育委員会も対応いたします。 

 

 

 
保護者の皆様から徴収する給食費は、ご飯・パン、おかず、牛乳など、 

食材代のみに使用することになっています。 

調理業務を民間企業に委託しても、給食費に影響はありません。 

食の安全性は大丈夫ですか？ 

食中毒などの事故が発生

したときの対応は？ 

給食費に影響はありますか？ 


